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　平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、平成20

年分の所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成21年度課税の市県民税（所得割）か

ら控除できます。

　市県民税住宅借入金等特別税額控除を受けるためには、平成21年１月１日現在お住まいの市町

村へ申告書を提出する必要性があります。

※申告書は、津久見市役所税務課と臼杵税務署に用意しています。

※申告書は、給与収入のみの方と確定申告書を提出する方の２種類があります。
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　市から個人宛てに市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告書を送

付します。下記日程・会場で申告相談を行いますので、お気軽にご来場ください。また、「市県民税

住宅借入金等特別税額控除」の申告受付も行っていますので、該当者の方は提出をお願いします。
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※午前中は11時30分まで、午後は13時からの受付となります。

住宅借入金等特別控除申告書の提出方法

所得税の確定申告をされない方…源泉徴収票を添付して津久見市へ提出

所得税の確定申告をされる方……所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

詳しくは、税務課課税管理班 ☎８２－４１１１（内線１２７・１２６）へ


